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研究要旨 

【目的】令和 5年度は第 8次医療計画に基づき医療コンテナの都道府県への展開を視野

に入れ、標準化の検討とその対策の一つとして「医療コンテナ活用における都道府県へ

のガイドライン案・暫定版(以下ガイドライン案)」の作成とともに、災害訓練や平時活

用の検討及び実証訓練を実施し、災害時における最大限活用についての検討を加えた。

特に今年度は令和 6年 1月 1日に発生した能登半島地震において実災害に医療コンテナ

が被災地に設置され利活用されたことに伴い、その一連の活動を検証し、その内容や課

題を明確にし「ガイドライン案」に反映させ、最終的にまとめることを目的とした。 

【方法】関係企業や DMAT関係者他からの聞き取り及び 文献「医療コンテナの活用に関

する手引き」、令和 6年 3月内閣官房国土強靭化推進室の委託業務として一般社団法人医

療コンテナ推進協議会(以下 MMCPC)が作成した「令和 6年能登半島地震における医療コ

ンテナの展開・運用状況等調査業務 報告書」から、標準化の検討と「ガイドライン

案」の作成に向け、その反映内容についてディスカッションする。 

【結果】上記「医療コンテナの活用に関する手引き」及び「令和 6年能登半島地震にお

ける医療コンテナの展開・運用状況等調査業務 報告書」から「ガイドライン案」に必

要な内容を調整、加筆し作成した。全体を 4章の校正とし、第 1章はじめに、ではガイ

ドラインのねらいやその活用、特徴や標準的規格・搭載資機材、設置例・設置に適した

場所等、第 2章災害時活用のための準備、では都道府県における保有、平時の活用、災

害協定における発災の準備等を記述した。特に第 3章は、能登半島地震における実災害

での対応を整理した内容を反映したものである。医療コンテナ災害時のオペレーション

として、プロセスの概要、ニーズに聞き取り・調査(コンテナ派遣ニーズ及び被災状況の

把握・設置候補地における精査・派遣する医療コンテナ及び備品等の調整)、コンテナの

設置、医療コンテナの運用、医療コンテナの撤収について、費用負担の例について記述

した。第 4章最後、にとして総合的な考えと今後のガイドラインの在り方を記述し、「医

療コンテナの都道府県における運用ガイドライン案」としてまとめた。 

【結論】これまで文献調査、訓練の検討・検証により「ガイドライン案」を作成してい

たが、能登半島地震の実災害において医療コンテナが被災地に設置され、利活用された

ことに伴い、その一連の活動を検証しそれらを「ガイドライン案」に反映させ、「医療コ

ンテナの都道府県における運用ガイドライン案」としてまとめるに至った。今後は、「医

療コンテナの都道府県における運用ガイドライン案」が都道府県においてどのように活

用されていくのか引き続き検討をしていく必要がある。さらに、実際に利活用する医療

者の確保や研修等従来の継続した課題検討とともに今後の技術の進展に伴い、医療コン

テナの搬送・設置に伴うドローン等による道路などの事前調査や付随する通信環境設備

や遠隔医療体制に関する内容の検討も必要となる。 
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Ａ  研究目的 

 本研究の目的は、大規模災害時における

医療コンテナ活用といった観点から、如何

にすればそれを最大限に活用できるのかに

ついて具体的提言をすることである。 
令和 5年度は第 8次医療計画に基づき医

療コンテナの都道府県への展開を視野に入

れ、標準化の検討とその対策の一つとして

「医療コンテナ活用における都道府県への

ガイドライン案暫定版(以下ガイドライン

案)」の作成とともに、災害訓練や平時活

用の検討及び実証訓練を実施し、災害時に

おける最大限活用についての検討を加え

た。今年度は、特に令和 6年 1月 1日に発

生した能登半島地震において実災害に医療

コンテナが被災地に設置され、活用された

ことに伴いそれらの一連の活動を検証し、

その内容や課題を明確にし「ガイドライン

案」に反映させ、まとめることを目的とし

た。 

 

Ｂ  研究方法 

 関係企業や DMAT関係者他からの聞き取

り及び 文献「医療コンテナの活用に関す

る手引き」、令和 6年 3月内閣官房国土強

靭化推進室の委託業務として一般社団法人

医療コンテナ推進協議会(以下 MMCPC)が作

成した「令和 6年能登半島地震における医

療コンテナの展開・運用状況等調査業務 

報告書」から、標準化の検討と「ガイドラ

イン案」の作成に向けての反映内容につい

てディスカッションする。 

Ｃ  研究成果 

 結果としてこれまでの「ガイドライン

案」を「医療コンテナの都道府県における

運用ガイドライン案」として最終化しまと

めるに至った。 

これまで標準化の検討とその対策の一つ

として「ガイドライン案」について作成し

てきた。その内容の概要は次のとおりであ

った。 

＜ガイドラインの目的＞ 

 第 8次医療計画の中の「都道府県や医療

機関は、災害時等において、医療コンテナ等

を検査や治療に活用する。具体的には、災害

時の医療提供体制を維持するために医療コン

テナ 等を活用し、例えば、仮設診療所の設

置や被災した病院施設の補完等を行う。」と

示されておりその具現化に資すものである。 

各都道府県が実際に医療コンテナを運用

するにあたり、災害時も見据えながら平時

から準備・整理しておくべき事項をまと

め、実災害時の運用の際に想定される運用

方法について暫定的にまとめたものであ

る。 

以下、その基本項目を示す。 

＜ガイドライン案の基本項目＞ 

・運用の基本方針 

・初期設置にかかる各種事項 

・平時の運用 

・医療コンテナ設置医療機関等の指定及び

協定等 

・訓練の実施 

・災害時の運用 

・費用の支弁 

・その他  である。 

ただ、令和 6年 1月 1日に発生した能登

半島地震において実災害に医療コンテナが

被災地に設置され、活用されたことに伴い

それらの一連の活動を検証し、その内容や

課題を明確にし「ガイドライン案」に反映

させ、最終化しまとめていくこととした。 

その結果、全体を 4つの章として構成し

内容を記述した。それぞれの章ごとの目次



に従い、主に新たに加筆した内容の一部を

以下に示す。 

以下「医療コンテナの都道府県における

運用ガイドライン案」から引用する。 

(引用開始 ※省略) 

 

第1章 はじめに 

(1) ガイドラインのねらい 

医療コンテナは、これまで東日本大震災

（平成 23年）や熊本地震（平成 28年）等の

災害時をはじめ、新型コロナウイルス感染症

対応時の発熱外来、また大規模イベントにお

いては、G7伊勢志摩サミットや G20大阪サ

ミット時等における現地での医療体制確保等

に活用されてきた。 

第８次医療計画においては、都道府県や医

療機関が、災害時等に検査や治療に活用する

ことが求められており、国民生活及び国民経

済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模

自然災害等が発生した場合に、医療コンテナ

を被災地域における医療提供体制の維持・強

化のために活用していくことが重要である。 

このたび発生した令和６年能登半島地震

（以下「能登半島地震」という。）において

は、震度７を観測した石川県志賀町など能登

地方を中心に多くの医療機関が被災するなど

したため、県や厚生労働省は全国各地の医療

機関で稼働している医療コンテナを石川県内

に輸送・設置し、災害派遣医療チーム(DMAT)

等の活動拠点や航空搬送拠点臨時医療施設

（SCU）として運用するとともに、避難所に

おける救護所や被災病院の代替施設として運

用し、被災地の医療提供体制の維持・強化に

寄与した。 

これらを踏まえ、大規模自然災害等が発生

した場合に、医療コンテナを効果的に、また

円滑に活用することができるよう、都道府県

による運用ガイドラインを策定することとし

た。 

(2)医療コンテナの災害医療における活用に

ついて(※以下 1)～5)) 
1)医療コンテナの特徴 

2)これまでの災害医療における医療コンテ

ナの活用について、 

3)災害時医療における医療コンテナの標準

的規格及び搭載資機材 

4)医療コンテナ配置の例 

5)医療コンテナの設置に適した場所 

第 2 章 災害時活用のための準備について 

(※以下 1)～3)) 

1)都道府県における保有 

2)平時における活用 

3)災害協定等における発災時の準備 

＜災害協定の例＞※ 

 

第 3章 医療コンテナの災害時のオペレー

ションについて 

本章では、大規模自然災害等が発生した

場合に、医療コンテナを①避難所の救護施

設、②被災医療機関の代替施設、③SCUのい

ずれかとして用いるための、都道府県による

具体的なオペレーションの方法を示す。 

なお、医療コンテナの災害時の活用につ

いては、医療従事者の休憩所や避難住民への

相談支援を行う場など、上記①～③以外にも

考えられることから、災害の発生の状況に応

じ、様々な活用方法を検討されたい。この場

合には、「費用負担の例」で例示するような

災害救助法の適用除外となる可能性も十分考

えられる点に留意されたい。 

(1)プロセスの概要 

医療コンテナの災害時オペレーションに関

し、プロセスの概要は下記の通り。 

１．コンテナ派遣ニーズ及び被災状況の把握 

２．設置候補地における精査 

３．派遣する医療コンテナ及び備品等の調整 

４．医療コンテナの設置の決定 

５．借用等の依頼の発出 

６．医療コンテナの運用 

７．医療コンテナの撤収の決定 

８．撤収の依頼の発出 

(2)ニーズ・聞き取り 

1)コンテナ派遣ニーズ及び被災状況の把握 

医療コンテナは、①避難所などにおける医

療・保健等の活動拠点としての提供、②被災

医療機関への代替え、もしくは補完機能とし

ての機能発揮、③航空搬送拠点での SCUとし

ての機能発揮が可能な医療モジュールであ

る。 

発災時には、傷病者の増加や被災医療機

関の機能低下・停止等により、医療提供が可

能な拠点の整備が求められることが想定され

る。 

このため、都道府県災害対策本部又は保

健医療福祉調整本部において、発災後に、医



療コンテナの派遣に関するニーズ及び被災状

況の把握を行い、設置候補地の洗い出しを実

施する。 

このニーズ及び被災状況の把握は、広域

災害・救急医療情報システム(EMIS)の活用

や、市町村災害対策本部又は保健医療福祉調

整本部、被災地の医療機関、医師会等の関係

団体、保健所、DMAT、日赤等の被災地で活動

する救護班への聞き取り等を通じて行う。 

また聞き取り等においては、患者の数や

状況、医療機関の被災状況、避難所等の開設

状況等を確認し、被災地における医療の需要

が高まっているが、既存の医療機関のみでは

医療提供を十分に行うことが難しいことが懸

念される場合、医療コンテナの派遣を検討す

る。一方、上下水道・電気・ガス・通信の状

況、被害状況（地震・津波・土砂災害・河川

決壊など）、道路状況（通行止め、緊急輸送

道路の開通状況等）によっては、医療コンテ

ナの輸送自体が難しい場合も考えられるた

め、医療コンテナの派遣の必要性及び実際に

派遣可能であるかを確認することが必要であ

る。 

なお、医療コンテナについて、具体的に

要望している医療機関等がない場合であって

も、医療需要がひっ迫している際には、医療

コンテナの派遣が可能である旨、医療機関や

医療従事者に対し周知の上、プッシュ型での

支援を行うことも考慮する。 

実際の被災状況の把握にあたっては、＜

表－５ 医療コンテナのニーズ・被災状況確

認シート＞を活用されたい。 

なお、既に被災状況の把握等がなされて

いる場合は、アセスメント情報を活用するこ

とが考えられる。例えば DMAT(災害派遣医療

チーム)の派遣要請をした場合には、震度６

弱の地震又は死者数が２人以上 50 人未満若

しくは傷病者数が 20 名以上見込まれる災害

である等、一定の被災地の医療需給に関する

アセスメントがなされている中、医療提供の

拠点が不足している可能性も十分見込まれる

ことから、医療コンテナの手配を前提とし

て、医療機関や避難所、SCU 等に対して医療

コンテナの手配を提案することも考えられ

る。 

医療コンテナの派遣に関するニーズ及び

被災状況の把握のタイミングは、発災直後か

ら保健医療福祉活動の中で、一体的に行われ

ることが望ましい。一方、被災地内での医療

ニーズの収集、輸送経路の安全確保、燃料等

の適切な供給の観点から、災害発生急性期で

は無く、亜急性期以降の中長期的な医療提供

が必要となったタイミングから、医療コンテ

ナの派遣を開始できるようにすることでも差

し支えない。 

なお、医療コンテナの設置場所として想

定されるのは、大規模避難所や仮設住宅設置

場所、SCU、被災医療機関等である。 

 

 

 

2)設置候補地における精査 

設置候補地に関し、当該設置候補地の責

任者(学校などの避難所、医療機関等)へ医療

コンテナの説明を行い、コンテナの規格や必

要数、搭載資器材等の、医療コンテナ及び備

品等の仕様を確認する。 



加えて、現地までのアクセス、地盤の状

態やクレーンなどの作業が可能かなど、設置

候補地への医療コンテナの設置可能性を確認

する。 

具体的に、医療コンテナ及び備品等の仕

様については、設置候補地の責任者より、医

療コンテナの大きさ、個数、使用目的等の要

望を確認する。 

 確認においては、＜表－６ 設置候補地へ

の要望調査シート＞を活用されたい。 
表-6 設置候補地への要望調査シート 

 

次に、設置候補地において医療コンテナを 

運搬・設置・運用することが可能であるかを

確認する。 

検討項目の例は＜表－７ 設置可能性の検 

討項目例＞のとおり 

 

3)派遣する医療コンテナ及び備品等の調整 

都道府県災害対策本部又は保健医療福祉

調整本部における対応が難しい場合、当該本

部から厚生労働省に、派遣可能な医療コンテ

ナの洗い出しを依頼する。このとき、本部か

ら厚生労働省に対し、本資料の＜表－６ 設

置候補地への要望調査シート＞及び＜表－7 

設置可能性の検討項目例＞に記載の内容を伝

達すること。 

(3)医療コンテナの設置 

1)医療コンテナの設置の決定 

都道府県災害対策本部又は保健医療福祉

調整本部において、設置候補地の責任者及

び、当該候補地に設置する医療コンテナの使

用主体（医療団体、医療従事者等）が要望す

る医療コンテナの条件及び設置候補地の状況

を踏まえて、原則災害協定締結済みの企業よ

り選定して「１―３．派遣する医療コンテナ

及び備品等の調整」で抽出した派遣可能な医

療コンテナの中から、実際に設置する医療コ

ンテナ及び備品等の決定を行う。 

具体的な医療コンテナの運用については 

例えば下記のような方法が考えられる。 

〇被災地の医療機関に設置する場合  

・医療コンテナを設置する被災地の医療

機関に鍵を預け、当該医療機関が医療

コンテナを管理する。 

①設置場所名称   

②設置施設担当者 
（１）氏名  

（２）連絡先  

③支援中の医療チーム 

（１）団体名  

（２）担当者氏名  

（３） 担当者連絡先  

④必要な医療コンテナ 

（１）サイズ（ft）  

（２）個数  

（３）搭載設備 

☐ 空調設備 

☐ 断熱設備 

☐ 換気設備 

☐ 発電設備 

☐ 給水設備 

☐ 通信設備 

☐ 手洗い台 

☐ トイレ 

☐ その他(              ) 

（４） 医療資器材等 

（必須のものに限り記載） 

☐ カーテン 

☐ スロープ 

☐ 庇 

☐ 診察机 

☐ 診察用椅子 

☐ 診察台 

☐ 患者用椅子 

☐ ベッド 

☐ 医療用棚 

☐ 診察用モニター 

☐ その他（___________________） 

（５） 使用目的 

☐ 臨時診療・救護所 

☐ 代替医療施設 

(待合・診察・処置・投薬 

検査・病棟・検査・事務・ 

その他) 

☐ 休憩・宿泊場所 

☐ SCU 

☐ その他 

(                       ) 

⑤コンテナ設置位置
（図） 

 

 

 

 

 



・設置した医療コンテナは、当該医療機

関の施設と同様に取り扱い、当該医療

機関の診療等に、当該医療機関が自由

に活用できる。 

・医療従事者、医薬品、水、食料、燃料

等の医療行為に必要な物資は、当該医

療機関が調達する。 

・ただし、燃料その他の当該医療機関で

の調達が困難なものについては、当該

医療機関と医療コンテナ取扱企業との

間で協議の上、医療コンテナ取扱企業

に物資の調達を依頼することができ

る。 

・なお、医療コンテナ及び備品に紛失、

破損、汚損等があった場合は、医療コ

ンテナ取扱企業において派遣前の状態

に復旧し、医療コンテナの所有者に返

却する。その際、復旧に要する費用

は、医療コンテナの運搬、設置、運営

等の費用の一部として、医療コンテナ

取扱企業が都道府県に請求する。 

〇避難所に設置する場合  

・被災自治体職員の立会いの下、医療コ

ンテナを設置する避難所の運営組織に

鍵を預ける。 

・当該避難所を訪れる医療チーム等は、

運営組織から鍵を借り、医療コンテナ

を診療等に活用する。  

・医療コンテナの運用に必要な燃料は、

医療コンテナ取扱企業が手配し、補給

する。  

・医療行為に必要な医薬品等の物資は、

医療チーム等の医療従事者が携行す

る。  

・なお、医療コンテナ及び備品に紛失、

破損、汚損等があった場合は、医療コ

ンテナ取扱企業において派遣前の状態

に復旧し、医療コンテナの所有者に返

却する。その際、復旧に要する費用

は、医療コンテナの運搬、設置、運営

等の費用の一部として、医療コンテナ

取扱企業が都道府県に請求する。  

〇SCUとして運営する医療コンテナ  

・SCUの設置者である都道府県に鍵を預

け、都道府県が医療コンテナを管理す

る。  

・SCUとして運営する医療コンテナは、

SCU運営に携わる医療従事者が自由に

診療等に活用できる。 

・医療従事者、医薬品、水、食料、燃料

等の医療行為に必要な物資は、都道府

県が調達する。ただし、都道府県での

調達が困難なものについては、都道府

県と医療コンテナ取扱企業との間で協

議の上、医療コンテナ取扱企業に物資

の調達を依頼することができる。  

・なお、医療コンテナ及び備品に紛失、

破損、汚損等があった場合は、医療コ

ンテナ取扱企業において派遣前の状態

に復旧し、医療コンテナの所有者に返

却する。その際、復旧に要する費用

は、医療コンテナの運搬、設置、運営

等の費用の一部として、医療コンテナ

取扱企業が都道府県に請求する。 

また、医療コンテナの設置の決定に際し

ては、設置候補地の責任者及び医療コンテナ

の使用者・団体等に対し、医療コンテナの使

用方法、使用上の注意事項や不具合発生時の

対応などを説明した上で、設置に係る同意を

得ることが必要である。具体的な説明内容に

ついては＜医療コンテナの使用者・団体への

説明例＞※のとおり。 

2)借用等の依頼の発出 

都道府県災害対策本部又は保健医療福祉

調整本部において、医療コンテナ保有団体及

び医療コンテナ取扱企業に対し、「１．医療

コンテナの設置の決定」で定めた医療コンテ

ナ及び備品等の借用及び設置を依頼する。具

体的な依頼は＜図－１２ 医療コンテナの借

用及び設置の依頼通知の例＞を参照された

い。なお、緊急事態に鑑み紙媒体の設置依頼

以外の方法(電話等)による依頼もできる。 

なお、依頼を受けた事業者においては、

輸送にあたって、輸送ルートとともに道路状

況、設置工事にかかる周辺状況を取扱企業や

委託をされた運送事業者自身で確認して設置

することとなる。 

基本的には以下のようなプロセスが考え

られる。 

・輸送準備 

トレーラーやクレーン等の輸送手段確保

や医療コンテナの積載及び発電機、医療     

機器等必要な設備、機器の調達、手配、

また貸し出しに向けての医療コンテナの    

不備の有無の確認、クリーニング、車検

等の確認及びスロープ工事等も想定して    

準備する。 

・設置予定場所への設置日の確認と検討 

・保有機関の出発日の確定 



設置予定場所までの距離と天候、道路状

況を考慮した出発日の決定 

・設置予定地への移動 

・現地での周辺状況の確認と設置工事 

電気設備環境も含む設置工事を実施す

る。また現場合わせとして、医療コンテ

ナへの出入り口に生じる段差調整のため

設置されるスロープ設置工事を実施す

る。 

   都道府県災害対策本部又は保健医療福祉

調整本部においては、事業者に対し、道

路状況やライフラインの復旧の状況等を

確認することができる媒体の共有や、適

時の情報共有を行うことが望ましい。 

 ＜医療コンテナの使用者・団体への 

             説明例＞※ 

＜医療コンテナの借用及び設置の 

          依頼通知の例＞※ 

【参考】災害時の医療コンテナの設置等に関

する法令上の整理について 

医療コンテナを設置し、病院・診療所とし

て活用するにあたっては、医療法、建築基 

準法等の関係法令に適合する必要があるが、

平時と災害時で取り扱いが異なるものも少な

くない。具体的な法令上の適用については、

「医療コンテナの活用に関する手引き」（令

和５年３月、内閣官房国土強靱化推進室）の

「第５章 医療コンテナの導入・活用にあた

ってのＱ＆Ａ」を参照されたい。 

(4)医療コンテナの運用 

 医療コンテナの発電機への燃料補給やメ

ンテナンスなどの保守・運用、医療コンテナ

や備品等の追加・変更の場合の対応、医療コ

ンテナの利用方法や利用の範囲、医療コンテ

ナを利用する医療従事者や団体と都道府県災

害対策本部又は保健医療福祉調整本部との連

絡の方法については、（２）医療コンテナ設置

の決定の１）医療コンテナの設置の決定にお

いて予め定め、当該方法により行う。 

令和６年能登半島地震における活用では、 

・医療コンテナの保守・運用について事業者

が行い、 

・医療コンテナや備品等の追加・変更の場合

の対応については、都道府県災害対策本部

又は保健医療福祉調整本部が事業者に対し

て追加・変更の依頼を発出の上、事業者に

おいて具体の対応を行い、 

・医療コンテナの利用は、医療コンテナを利

用する医療従事者や団体の裁量において実

施するとともに、 

・医療コンテナの利用に当たって医療コンテ

ナや備品等が故障した場合や、医療コンテ

ナにおいて医療事故が起きた場合の経費や

責任の分担については、コンテナ自体に欠

陥があったか、医療従事者の過失があるか

といったその時々の状況に応じて判断する

こととし、 

・医療コンテナの利用に当たってトラブルが

発生した場合には、速やかに都道府県災害

対策本部又は保健医療福祉調整本部に対し

て電話等で報告させること 

 とした。 

 医療コンテナの運用にあたっては、都道府

県災害対策本部又は保健医療福祉調整本部か

ら医療コンテナ取扱企業に依頼し、医療コン

テナ取扱企業において、医療コンテナ使用者

に対し、医療コンテナの陰圧設備や空調設

備、高度医療機器などの利用方法や、備品の

利用等に関してわかりやすく説明することが

望ましい。 

 

 また、医療コンテナが避難所の救護所とし

て活用される場合には、医療コンテナを活用

する医療機関や医療従事者等が数日おきに入

れ替わることも想定される。このため、都道

府県災害対策本部又は保健医療福祉調整本部

から設置候補地の責任者や医療コンテナ取扱

企業等へ依頼し、医療チーム等の医療コンテ

ナの使用主体に対し、医療コンテナの陰圧設

備や空調設備、高度医療機器などの利用方法

や、備品の利用等に関して適切な引継ぎを行

うこと。 

 加えて、医療コンテナの円滑な運用を行う

上で、避難所の避難者など、医療コンテナと

近接した場で生活する者に対し、医療コンテ

ナの用途や感染対策がなされている旨等を適

切に周知することが望ましい。 

(5)医療コンテナの撤収について 

1)医療コンテナ撤収に決定 

撤収は、都道府県災害対策本部又は保健医

療福祉調整本部において、医療コンテナを使

用する団体、医療従事者、設置場所責任者(病

院、避難所等)、事業者と協議・調整の上で決

定する。 

撤収に当たっては、下記＜表－８ 撤収判

断チェックリスト＞を活用されたい。 

2)撤収依頼の発出 

撤収を決めた後は、都道府県災害対策本部



又は保健医療福祉調整本部から医療コンテナ

取り扱い企業へ、撤収窓口の担当者及び撤収

希望日程を報告し、撤収の依頼を発出する。 

具体的な依頼は＜医療コンテナの借用及び設

置の依頼通知の例＞を参照されたい。 
 

＜医療コンテナの借用及び設置の 

依頼通知の例＞※ 

3)費用負担の例 

運搬、設置、撤去の一連の経費について

は、災害の被害の大きさや法令の適用状況

等により異なるが、令和６年能登半島地震

においては災害救助法に基づき支弁がなさ

れた。 

本マニュアルにおいては、通知の例を示

しているが、ここでは、都道府県におい

て、＜図－７ 医療コンテナ文書・契約

手続きフロー＞のように、 

① 医療コンテナ保有機関へコンテナ派

遣の依頼が発出され、 

② 医療コンテナ取扱企業へのコンテナ 

    設置の依頼を発出、 

③ 医療コンテナ取扱企業から設置完了

報告 

④ 医療コンテナ取扱企業へのコンテナ

撤去の依頼を発出、 

⑤ 医療コンテナ取扱企業から撤去完了

報告 

⑥ 医療コンテナ取扱企業から請求書の

発行 

というやりとりを行うことを想定し

ている。 

なお、令和６年能登半島地震において

は、都道府県が随意契約として、各医療コ

ンテナ取扱企業と契約を締結し、都道府県

が支払手続きなどを行った。 

また、同令和６年能登半島地震において

は、保険診療を継続している医療機関に対

し ても、被災者に対する医療提供を行っ

ている場合について、災害救助法から費用

支弁を行った。 

 

 

第 4章 最後に ※ 

 

以上「医療コンテナの都道府県における運

用ガイドライン案」としてまとめたものの中

で、主に新たに加筆した内容の一部を示し

た。(引用終了) 

 

Ｄ  考察 

今回は、能登半島地震が発生し、実災害に

おいて医療コンテナが被災地に設置され、活

用されたことに伴い、それらの一連の活動を

検証しそれらを「ガイドライン案」に反映さ

せ「医療コンテナの都道府県における運用ガ

イドライン案」としてまとめた。 

予てから暫定的に作成していた「ガイドラ

イン案」を作成してたが、その検討時に能登

半島地震が発生したため、これを受け再度そ

の「ガイドライン案」を見直す必要があった。 

これまで、医療コンテナに関するガイドラ

インの策定にあたって、重視した点は、標準

化と運用体制の確立、訓練の実施である。 

医療コンテナを災害時、平時に有効活用し

ていくためには、全国に配備していくことが

求められる。なぜならば、大規模災害時、例

えば南海トラフ巨大地震等では 30に上る都

府県が被災し、最大約 32万にもの犠牲者が

でると想定されている。そして、多くの災害

拠点病院や総合病院が浸水し機能しなくなる

とされる。この難局において医療空白期を可

能な限り埋めるためには多量の医療コンテナ

とそれを効率的に運用するシステムが必要だ

からである。 

 一方、前述のようにこのガイドラインは暫

定的なものであった。2024年 1月 1日に発

生した能登半島地震では、医療コンテナが十



数個所に設置されたが、そのなかで発災か

ら、調査、設置、運用、撤収までの一連の流

れの中で、実際にどのように対応したのか、

またどのような課題があったのかなどを明ら

かにする必要があった。今回はこれらをガイ

ドラインに反映させ一定程度の精度を高め

ることができたと考える。 

特に第 3章は、実災害で実施した内容や

課題を整理したものを多く反映し記述した

ものである。 

 今後は今回まとめることができた「医療

コンテナの都道府県における運用ガイドライ

ン案」を各都道府県に示し、意見を伺いなが

らより良いガイドライン作成のため継続した

検討が必要である。 

 また、従来からの平時活用、離島対策、輸

送・設置、情報通信体制等様々な課題につい

ても継続した検討の必要があると考察する。 

 

Ｅ 結論 

 これまで文献調査、訓練の検討・検証に

より「ガイドライン案」を作成していたが、

能登半島地震の実災害において医療コンテナ

が被災地に設置され、活用されたことに伴い

それらの一連の活動を検証しそれらを「ガイ

ドライン案」に反映させ、「医療コンテナの

都道府県における運用ガイドライン案」とし

てまとめるに至った。今後は、「医療コンテ

ナの都道府県における運用ガイドライン案」

が都道府県においてどのように活用されてい

くのか引き続き検討をしていく必要がある。

さらに、従来の継続した課題検討とともに今

後の技術の進展に伴い、医療コンテナの搬

送・設置に伴うドローン等による道路などの

事前調査や付随する通信環境設備や遠隔医療

体制に関する内容の検討も必要となる。 
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8.中田敬司 前林清和  
都道府県への災害時における医療コンテナ活

用「ガイドライン」について 第 30 回日本災

害医学会総会・学術集会 2025 年 名古屋 
9.徳丸周治 夏川知輝 稲葉基貴 白馬雄士 
三村 誠二 座長 中田敬司 山下和範 シ

ンポジウム 災害時における医療コンテナの

活用について 第 30回日本災害医学会総会・

学術集会 2025 年 名古屋 
10.中村健一 小浦友行 渡邊栄三 
災害時における「医療コンテナ」の代替医療

施設活用を考える-能登半島地震の実例から- 
座長  中田敬司  ランチオンセミナー   



第 30 回日本災害医学会総会・学術集会 

2025 年 名古屋 
11.前林清和 中田敬司 田中綾子  
「災害時における医療コンテナ活用のための

標準化について」第 30 回日本災害医学会総

会・学術集会 2025 年 名古屋 
12.前林明日香 中田敬司  
「能登半島地震における医療コンテナ運用に

おける情報共有化の課題」第 30 回日本災

害医学会総会・学術集会 2025 年 名古屋 
・ 
H．知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

※別添資料 

「医療コンテナの都道府県における運用

ガイドライン案



 


